
 

 

 

 

 

夏休み期間は自分自身をアップデートするチャンスタイム 

１学期が終了しました。４月の入学式で１７２名の１年生を迎え、総勢５０

０人が学び続けた今学期。日々の授業で学んだことや人とのコミュニケー

ションで身に付けたことを生かしながら、５月の３年修学旅行・１，２年バス

旅行、６月の体育大会という大きな行事に精一杯取り組みました。学期末

は、各学級で、自分の学校生活を振り返り、それぞれの成果と課題を確認

したと思います。保護者の皆様におかれましても、学校行事や授業参観、日々の教育活動についてご理

解とご協力をいただき、ありがとうございました。 

 さて、私たちの生活において、もはや欠かせないコンピュータやスマートフォンは、アップデート（更新）

することで不具合の修正や機能の改善が図られます。明日からスタートする約一ヶ月あまりの夏休みで

は、１学期を振り返ったことを基に自分自身をアップデートしてほしいと思います。更に日頃やりたいこ

とに挑戦することができる貴重な期間です。そのために、生徒の皆さんには（昨年も同じことを言いま

したが）以下のことを心掛けてほしいです。 

 

① 「自分の命は、自分で守る」ことを常に意識して、事故を起こさない、遭わない行動をする 

② 職場体験学習や高校体験入学等での活動を生かしながら「自分の将来について考える」 

③ 地域の方々の活動や日々の生活に目を向け、自分の住んでいる地域や社会の状況を理解する。 

 

 日本各地で、実際に水害等の災害による危機に見舞われたところでは、幼いお子さんやご高齢の方々

の命や生活を守ることに貢献する中学生の姿が多く見られます。その地域の方々は口々に、「中学生は、

我々大人と同じくらい力を尽くし、住民を勇気づけてくれた」と、感謝し、賞賛されています。城北中学

校区の地域の方々が、中学生に対し常にあたたかいまなざしで見守ってくださっていることに気付き、

実感することが、いざというときに力を発揮し、家庭や地域、社会を守ることにつながります。ぜひ、こ

の夏、それぞれのご家庭で、子どもたちが地域や社会に目を向け、様々な人々の支えがあってこそ豊か

な生活が営まれていることを理解するような会話や機会をもっていただけたら、と願います。 
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学校教育目標「夢の実現に向け、志と意欲をもって学び続ける生徒の育成」 

青少年健全育成協議会による見守り活動 ７月１０日 

あたたかく見守る目 

雨の中、一斉下校の日にありがとうございました。 

 

整美委員会とボランティア生徒による花植え ６月 26日                            

 校内を鮮やかに彩る花々を丁寧に植えてくれました。こ

れからの季節が楽しみです。地域の方も「きれいですね」

と声をかけてくださる自慢の花壇です。 



佐賀県弁護士会によるいじめ予防授業～７月１２日～  

昨年度３月に引き続き、２年生の各クラスにそれぞれ弁

護士の方を迎え、いじめ予防授業を実施しました。これは、

佐賀県弁護士会が１０年以上に渡って取り組んでいる出張

授業です。過去に起きた実際のいじめ事件などを題材に、

「人権」の観点から、いじめが人権を深く傷つける問題であ

ることや、社会では罪となる行為であることを、法律に詳

しい弁護士の方から教えていただきました。授業を受けた生徒の感想をご紹介します。 

 

○いじめは絶対よくないことだし、ふざけがどんどんエスカレートしていくことで犯罪になっていくと思った。 

○いじめを止めることができる勇気をしっかりと持ちたい。また、相手に一言でも寄り添えることをしたい。 

○「次、自分がいじめられるかも･･･」などの不安は捨てて、目の前の人を助けるために動いていこうと思い

ます。自分だけの力じゃ世界中のいじめは止めることができないけど、いじめはよくない、見たら止めるとい

う意識をみんながもてば、いじめはなくなると願っています。 

○「おはよう」や「大丈夫？」と声かけすることでも、いじめを受けている人の心に寄り添うことができるとい

うことを知った。 

○これまでの生活で、少しいらっとしたりむかついたりした時に、ついひどい言葉や強く言いすぎていたな

ということがありました。言葉も一つの暴力なので、むかついて言葉を発するときは一度冷静になって、これ

を言われたらどんな気持ちになるのか、相手の立場になって考えていきたいなと思いました。 

 

８月７日に公衆電話が撤去されます 

 本校に設置されている公衆電話が、夏休み中に撤去されます。これは、総務省による設置基準が令和

４年度から変更されたことによるものです。今現在公衆電話を使用しているのは、主に忘れ物をした人

です。しかし、撤去されたあとは、これまでのように気軽に自分で連絡を入れることができなくなります。

２学期以降、忘れ物をしないようにこれまで以上に準備や確認をお願いします。 

 

精一杯、健闘する姿 

～素晴らしかった佐賀県・市中体連～ 

 
美の追求 

応援ありがとうございます 

雨の中でも 

闘志を燃やして待つ 

粘り強く 


